
分科会資料１－６

財務省独立行政法人評価委員会の業績勘案率（案）について 

 

 

１ 審議対象案件の内容 

・ 対象者：住宅金融支援機構    理事（２）           （計２名） 

 ・ 業績勘案率（案）： 0.9 

 

２ 業績勘案率の決定方法 

 ・ 業績勘案率の決定方法は、「財務省所管独立行政法人の役員退職金に係る業績勘案率についての基

本的考え方」（平成16年８月26日財務省独立行政法人評価委員会決定。以下「財務省評価委決定」

という。）に基づくものであり、同財務省評価委決定は、「役員退職金に係る業績勘案率に関する方

針」（平成16年７月23日政策評価・独立行政法人評価委員会独立行政法人評価分科会決定。以下「当

分科会決定」という。）に沿っている。（別紙２及び下表） 

・ 具体的には、財務省評価委決定では、法人の業務の実績に関する評価に基づき業績勘案率を算定

することとし、当該評価のみでは適切に評価しがたい場合は、役員のその業績への関与の度合い、

目標を達成するためのマネジメントや指導力を考慮することとし、また、当該評価の内容等を考慮

した結果、算定した業績勘案率を変更する必要があると認められた場合には変更することができる

ものとする方式をとっている。 

  ・ 上記１法人２人の退職役員に係る業績勘案率（案）についても、財務省独立行政法人評価委員会

の関係分科会において、この方式により検討・審議し、業績勘案率（案）を最終決定している。（別

紙１） 

 

３ 当委員会の意見案 

  当該業績勘案率（案）は、以下の理由により妥当なものと認められることから「意見なし」と致し

たい。 

①当分科会決定に沿った方法により決定されていること 

②成果が不十分とされている証券化支援業務については、一層の経費削減に取り組む必要があること 

（補足説明）別紙２の「財務省評価委決定」の主な内容は、次のとおり。 

当分科会決定（抄） 「財務省評価委決定」における決定方法 

２-① 退職役員の在職期間に係る法人等の
業績が、当該法人の過去の通常の業績とは
明確に差があること及びその差を、客観
的、具体的かつ明確に説明できるものとな
っていること。 

中期目標評価、事業年度評価に基づく業績勘案率を0.0
から 2.0 の間で算定し、評価のみでは適切に評価しがた
い場合は、役員のその業績への関与の度合い、目標を達
成するためのマネジメントや指導力を考慮（２－（３））

２-② 業績勘案率算定時に在職期間に係る
年度評価結果が確定していない場合、当該
期間の法人等の業績を客観的・具体的根拠
によって認定していること。 

合理的な理由があるときは、その前年度の業績勘案率
その他明確な方法により算定（２－（２）なお書き） 

２-⑧ 理事長、理事、監事等の個々の職責
に応じた形で算定されていること。 

退職する役員の法人運営等の実績を適切に踏まえたもの
とする 別紙注）２ 

 

 



（別紙１） 
 

財務省独立行政法人評価委員会から通知された業績勘案率（案）の算定内容 
 

法  人  名 役 職 

業績勘案率適用期間 

算  定  内  容 

業績勘案率 

（案） 

各事業年度の基準値 

（業績勘案率）を、 

その在職月数に応じて 

加重平均した値 

各事業年度評価の 

全体評価、役員の業績

への関与の度合い等

を勘案した変更 

（注） 

 
(参考) 

在任期間 

住宅金融支援機構 
理 事 H19. 4. 1～H19.7.16 H14. 8. 1～ １．０ ０．９ ０．９ 

理 事 H19. 4. 1～H20.3.31 H16. 4. 1～ １．０ ０．９ ０．９ 

 



別紙２ 
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「独立行政法人住宅金融支援機構の役員退職金に係る 

業績勘案率（案）について」について（意見） 

 

「独立行政法人住宅金融支援機構の役員退職金に係る業績勘案率（案）に

ついて」（平成20年８月27日付け）をもって貴委員会より通知のありました

業績勘案率（案）については、以下の理由から、特に意見はありません。 

 

１ 「役員退職金に係る業績勘案率に関する方針」（平成16年７月23日政策

評価・独立行政法人評価委員会独立行政法人評価分科会決定）に沿ってい

ること。 

 

２ 成果が不十分とされている証券化支援業務については、一層の経費削減

に取り組む必要があること。 

（案） 


